
第４回自転車通行空間ネットワーク計画調整会議 

日時：令和元年１１月１１日（月）１５：００～ 

場所：東京国道事務所１５階第２会議室 

議 事 次 第 

Ⅰ．開会 

 

Ⅱ．議題 

 

（1）自転車通行空間ネットワーク計画調整会議設置要綱の改正について 【資料１】 

 

（2）施策や動向等に関する情報提供について 【資料２】 

 

（3）自転車通行空間ネットワーク計画策定状況について【資料３】 

 

（4）自転車通行空間ネットワーク計画策定先行事例の紹介【資料４-1】【資料４-2】 

 

（5）自転車通行空間の整備事例の紹介【資料５】 

 

Ⅲ．その他 

 

Ⅳ．閉会 

 

 

【配付資料】 

○資料１  ・自転車通行空間ネットワーク計画調整会議設置要綱（改正案） 

○資料２  ・東京都自転車活用推進計画について 

○資料３  ・自転車通行空間ネットワーク計画策定状況 

○資料４-1 ・新宿区自転車ネットワーク計画の策定について 

○資料４-2 ・【要約版】新宿区自転車ネットワーク計画 

○資料５   ・自転車通行空間整備事例 

 

参考-1  自転車通行空間ネットワーク計画調整会議設置要綱 

 



平成２９年１月２３日

令和元年１１月 日改正

（改正案）自転車通行空間ネットワーク計画調整会議設置要綱

（名称）

第１条 本会は、自転車通行空間ネットワーク調整会議（以下「本会議」という。）と

称する。

（趣旨）

第２条 自転車利用における安全性や快適性・回遊性の向上とともに、自転車利用者の

更なる推進に資するため、計画的な自転車通行空間のネットワーク形成に向けた課題

の整理や対応の検討、及び事業調整等を行うなど、自転車通行空間ネットワーク計画

の策定及び実現に向けた連携・協力の促進を図る。

（所掌）

第３条 本会議は、次に掲げる事項を所掌する。

（１）自転車利用・事故の状況等に関すること。

（２）政策や動向等に関すること。

（３）自転車ネットワーク計画の策定等に関すること。

（４）その他必要と認められること。

（運営）

第４条 本会議は、別表１に示す会員により構成する。

２ 本会議は、必要な関係者の参加を求め、意見を聴取することができる。

（調整部会の設置）

第５条 本会議で検討すべき内容に係る調整及び個別課題を検討するため、本会議の下

に調整部会を設ける。

２ 調整部会の構成は、別表２に示すとおりとする。

３ 調整部会の円滑な運営を図るため、幹事を設ける。

４ 幹事は、各エリアから１自治体とし、各エリアの代表として調整会議に出席する。

なお、幹事以外の自治体であっても、調整会議に出席することができる。

５ 次期幹事は、自治体番号の若い順とし、輪番制として年度毎に次期幹事へ引き継ぐ。

赤 字 ： 改 正 箇 所
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（会議）

第６条 本会議は、非公開とする。

なお、本会議における資料および議事要旨については、会議終了後、公表する

ものとする。

（事務局）

第７条 本会議及び調整部会の事務局は、東京国道事務所、相武国道事務所及び東京都

建設局道路管理部に置く。

（その他）

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本会議で協議することとする。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成２９年１月２３日から施行する。

２ この要綱は、令和元年１１月 日から施行する。



別表１（第４条関係）

（順不同）

所属・役職等

関東地方整備局 東京国道事務所 交通対策課長
国土交通省

関東地方整備局 相武国道事務所 交通対策課長

東京都 建設局 道路管理部 安全施設課長

警視庁 交通部 交通規制課 都市交通管理室長

都民安全推進本部 総合推進部 交通安全課長

都市整備局 都市基盤部 交通計画調整担当課長

環境局 環境改善部 自動車環境課長

港湾局 臨海開発部 開発整備課長

港湾局 港湾整備部 計画課長

建設局 第一建設事務所 補修課長

建設局 第二建設事務所 補修課長

建設局 第三建設事務所 補修課長
東京都

建設局 第四建設事務所 補修課長

建設局 第五建設事務所 補修課長

建設局 第六建設事務所 補修課長

建設局 西多摩建設事務所 補修課長

建設局 南多摩東部建設事務所 補修課長
会 員

建設局 南多摩西部建設事務所 補修課長

建設局 北多摩南部建設事務所 補修課長

建設局 北多摩北部建設事務所 補修課長

千代田区 環境まちづくり部参事（連絡調整担当）
環境まちづくり総務課長事務取扱

中央区 環境土木部 環境政策課長

港区 街づくり支援部 土木課長
区部Ⅰ

新宿区 みどり土木部 交通対策課長
エリア

江東区 土木部 交通対策課長

品川区 防災まちづくり部 道路課長

大田区 都市基盤整備部 都市基盤計画調整担当課長

江戸川区 土木部 計画調整課長

目黒区 都市整備部 みどり土木政策課長

世田谷区 土木部 交通安全自転車課長
区部Ⅱ

渋谷区 土木部 道路課長
エリア

中野区 都市基盤部 交通政策課長

杉並区 都市整備部 杉並土木事務所長



別表１（第４条関係）

（順不同）

所属・役職等

文京区 土木部 管理課長

台東区 都市づくり部 交通対策課長

墨田区 都市整備部 道路公園課長

豊島区 都市整備部参事 土木管理課長事務取扱

区部Ⅲ 北区 土木部 参事 土木政策課長事務取扱

エリア 荒川区 区民生活部 生活安全課長

板橋区 土木部 計画課長

練馬区 土木部 交通安全課長

足立区 都市建設部 交通対策課長

葛飾区 交通安全対策担当課長

立川市 まちづくり部 交通対策課長

武蔵野市 都市整備部 交通対策課長

三鷹市 都市整備部 道路交通課 都市交通担当課長

小金井市 都市整備部 交通対策課長

小平市 都市開発部 交通対策課長

多摩Ⅰ 東村山市 環境安全部 地域安全課長

エリア 国分寺市 建設環境部 交通対策課長

東大和市 都市建設部 土木課長

清瀬市 都市整備部 道路交通課長

東久留米市 都市建設部 道路計画課長
会 員

武蔵村山市 都市整備部 交通企画・モノレール推進課長

西東京市 都市整備部 道路管理課長

八王子市 都市計画部 交通企画課長

府中市 生活環境部 次長兼地域安全対策課長

昭島市 都市整備部 交通対策課長

調布市 都市整備部 交通対策課長

町田市 道路部 道路政策課長

日野市 まちづくり部 道路課長
多摩Ⅱ

国立市 都市整備部 道路交通課長
エリア

福生市 都市建設部 まちづくり計画課長

狛江市 都市建設部 道路交通課長

多摩市 都市整備部 交通対策担当課長

稲城市 都市建設部 管理課長

羽村市 都市建設部 土木課長

瑞穂町 都市整備部 建設課長

青梅市 都市整備部 土木課長

あきる野市 都市整備部 管理課長
多摩Ⅲ

日の出町 建設課長
エリア

檜原村 産業環境課長

奥多摩町 環境整備課長



別表２（第５条関係）

（順不同）

所属等

関東地方整備局 東京国道事務所 交通対策課
国土交通省

関東地方整備局 相武国道事務所 交通対策課

東京都 建設局 道路管理部 安全施設課

警視庁 交通部 交通規制課

東京都 港湾局 臨海開発部 開発整備課

東京都 港湾局 港湾整備部 計画課

東京都 建設局 第一建設事務所 補修課

東京都 建設局 第二建設事務所 補修課

東京都 建設局 第三建設事務所 補修課

東京都 建設局 第五建設事務所 補修課

区部Ⅰ 千代田区 環境まちづくり部 環境まちづくり総務課

エリア 中央区 環境土木部 環境政策課

港区 街づくり支援部 土木課

新宿区 みどり土木部 交通対策課

江東区 土木部 交通対策課

品川区 防災まちづくり部 道路課

大田区 都市基盤整備部 都市基盤管理課

江戸川区 土木部 計画調整課

東京都 建設局 第二建設事務所 補修課

東京都 建設局 第三建設事務所 補修課

目黒区 都市整備部 みどり土木政策課
区部Ⅱ

世田谷区 土木部 交通安全自転車課
エリア

渋谷区 土木部 道路課

中野区 都市基盤部 交通政策課

杉並区 都市整備部 杉並土木事務所

東京都 建設局 第四建設事務所 補修課

東京都 建設局 第五建設事務所 補修課

東京都 建設局 第六建設事務所 補修課

文京区 土木部 管理課

台東区 都市づくり部 交通対策課

墨田区 都市整備部 道路公園課
区部Ⅲ

豊島区 都市整備部 土木管理課
エリア

北区 土木部 土木政策課

荒川区 区民生活部 生活安全課

板橋区 土木部 計画課

練馬区 土木部 交通安全課

足立区 都市建設部 交通対策課

葛飾区 都市整備部 道路管理課



別表２（第５条関係）

（順不同）

所属等

東京都 建設局 北多摩南部建設事務所 補修課

東京都 建設局 北多摩北部建設事務所 補修課

立川市 まちづくり部 交通対策課

武蔵野市 都市整備部 交通対策課

三鷹市 都市整備部 道路交通課

小金井市 都市整備部 交通対策課

多摩Ⅰ 小平市 都市開発部 交通対策課

エリア 東村山市 環境安全部 地域安全課

国分寺市 都市建設部 交通対策課

東大和市 都市建設部 土木課

清瀬市 都市整備部 道路交通課

東久留米市 都市建設部 道路計画課

武蔵村山市 都市整備部 交通企画・モノレール推進課

西東京市 都市整備部 道路管理課

東京都 建設局 西多摩建設事務所 補修課

東京都 建設局 南多摩東部建設事務所 補修課

東京都 建設局 南多摩西部建設事務所 補修課

東京都 建設局 北多摩南部建設事務所 補修課

東京都 建設局 北多摩北部建設事務所 補修課

八王子市 都市計画部 交通企画課

府中市 生活環境部 地域安全対策課

昭島市 都市整備部 交通対策課

多摩Ⅱ 調布市 都市整備部 交通対策課

エリア 町田市 道路部 道路政策課

日野市 まちづくり部 道路課

国立市 都市整備部 道路交通課

福生市 都市建設部 まちづくり計画課

狛江市 都市建設部 道路交通課

多摩市 都市整備部 道路交通課

稲城市 都市建設部 管理課

羽村市 都市建設部 土木課

瑞穂町 都市整備部 建設課

東京都 建設局 西多摩建設事務所 補修課

青梅市 都市整備部 土木課

多摩Ⅲ あきる野市 都市整備部 管理課

エリア 日の出町 建設課

檜原村 産業環境課

奥多摩町 環境整備課
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目
標

２
 

健
 康

 増
 進

 

・
自

転
車

通
行

空
間

の
計

画
的

な
整

備
推

進

・
利

用
率

の
低

い
パ

ー
キ

ン
グ

・
メ

ー
タ

ー
の

撤
去

・
自

転
車

シ
ェ

ア
リ

ン
グ

の
広

域
相

互
利

用
エ

リ
ア

拡
大

・
街

づ
く

り
と

連
携

し
た

自
転

車
施

策
の

推
進

目
標

１
 

環
 境

 形
 成
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な
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策

 

健
康

づ
く
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ポ
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タ
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イ
ト
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ョ
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」
 

自
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備
 

パ
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街
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く
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携
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晴
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⇒
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自
動
二
輪
車
駐
車
場
の
整
備
に
つ
い
て
（
案
）

地
方
版
自
転
車
活
用
推
進
計
画
の
策
定
に
つ
い
て

自
転
車
活
用
推
進
法

令
和
元
年
1
0
月
2
5
日

東
京
都
都
市
整
備
局

防
災
安
全
交
付
金
の
重
点
配
分
対
象
と
な
る
自
転
車
通
行
空
間
の
整
備
に
つ
い
て

○
自
転
車
活
用
推
進
法
制
定
（
平
成
2
8
年
法
律
第
1
1
3
号
、
H
2
9
.5
.1
施
行
）

○
自
転
車
ネ
ッ
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ワ
ー
ク
計
画
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基
づ
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自
転
車
通
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空
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整
備
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0
1
9
年
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)

「
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全
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快
適
な
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用
環
境
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創
出
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（
H
2
4
.1
1
.2
9
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知
）
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た
は
平
成
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年
7
月
1
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付
け
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全
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快
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転
車
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環
境
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取
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推
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」
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付
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。
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防
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全
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付
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に
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点
的
に
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援
。

○
法
第
1
0
条
よ
り
、
「
都
道
府
県
は
、
自
転
車
活
用
推
進
計
画
を
勘
案
し
て
、
都

道
府
県
自
転
車
活
用
推
進
計
画
を
定
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ

て
い
る
。

○
東
京
都
自
転
車
活
用
推
進
計
画
策
定
（
H
3
1
.3
.2
7
）

（
計
画
期
間
2
0
2
0
年
度
ま
で
）

出
典
：
国
土
交
通
省
「
自
転
車
活
用
推
進
法
の
施
行
に
つ
い
て
」

○
自
転
車
活
用
推
進
計
画
策
定
（
H
3
0
.6
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）

（
計
画
期
間
2
0
2
0
年
度
ま
で
）

○
法
第
1
1
条
よ
り
、
「
市
町
村
は
、
自
転
車
活
用
推
進
計
画
及
び
都
道
府
県
自
転

車
活
用
推
進
計
画
を
勘
案
し
て
、
市
町
村
自
転
車
活
用
推
進
計
画
を
定
め
る
よ
う
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。

出
典
：
国
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通
省
「
令
和
２
年
度
道
路
関
係
予
算
概
算
要
求
概
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○
【
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考
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通
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自
転
車
活
用
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計
画
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（
策
定
済
み
の
自
転
車
活
用
推
進
計
画
や
策
定
の
手
引
き
（
案
）
が
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）
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w
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d
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１
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計
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自
治
体
数
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5
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自
転
車
ネ
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計
画
策
定
済
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自
治
体
数
は
1
6
9
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国
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交
通
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「
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道
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算
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)
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新宿区自転車ネットワーク計画

1 

 
 
 

１ 計画の背景・目的（P2～） 
 国は、自転車活用推進法を施行し、基本

方針の中で自転車通行空間の整備を重点

施策の一つに位置付けています。

 東京 2020 オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会（以下、東京 2020 大会）を

間近に控え、自転車通行空間の整備が期

待されています。

 区では「自転車等の利用と駐輪対策に関

する総合計画」の中で「自転車ネットワ

ーク計画」を策定するとしています。

 区内において「快適」、かつ「安全」に目

的地につながる自転車通行空間を効果的

に整備するため、整備路線の選定、整備

形態の手法を示した、自転車ネットワー

ク計画を策定します。

２ 自転車ネットワーク計画の整備方針（P21～） 
 自転車ネットワーク計画では【自転車が快適に通行するための環境づくり】を目標として、【車道整備】【広

域＋地域ネットワーク】【交通ルールの周知・啓発】の３つの基本方針を設定しています。

 基本方針❶❷については、区内道路における自転車ネットワークの整備対象路線の選定、各路線の整備形態

の選定に際して重視される方針であり、また❸は自転車通行空間の整備推進とともに実施する「自転車通行

ルールの周知啓発」を伝える視点としています。

新宿区 自転車ネットワーク計画 
（2019年度～2028年度） 

【要約版】 

新宿区総合計画(2018~2027年度)、新宿区まちづくり長期計画(2018~2027年度) 

自転車に関する総合計画（2018年度～）を策定し、自転車ネットワーク整備 

新宿区自転車ネットワーク計画（本計画） 

国の方針 

■自転車活用推進法（2017年施行）
■自転車活用推進計画（2018年策定）

■東京都自転車走行空間整備推進計画
（2012年策定）

自転車本来の特性を活かし、健康、観光

など様々な場面での活用を促す方向性 

東京 2020 大会の開催を視野に、都内

各道路の整備を推奨ルートとして整備 

都の方針 

■安全で快適な自転車利用環境創出ガイ
ドライン（2012年策定2016年改訂）

■自転車推奨ルート（2015年策定）
※東京 2020大会を見据えた検討 

新宿区の方針 

自転車等の利用と駐輪対策に関する総合計画【基本方針：走る・止める・守る・伝える】 

計画期間：2019～2028年度 
対象範囲：新宿区内全域 

自転車が快適に通行するための環境づくり ～安全に目的地につながるネットワーク～ 目標 

３
つ
の
基
本
方
針

対
象
路
線 

整
備
形
態

の
選
定

歩行者・自転車・ 
自動車の安全向上のため、 
車道での自転車通行空間 
整備を推進します。 

方針 

１ 安
全
性
の
視
点

【広域幹線】と【地域幹線】
を介して、目的地につながる
ネットワークをつくります。

方針 

２ 
ア
ク
セ
ス
性
の
視
点  

周
知
・
啓
発 

の
視
点

車道の走り方、 
歩道の安全な通り方が、 
その場でわかる、交通 
ルール周知を施します。

方針 

３ 使
い
方
の
視
点

【

【

【

【

【

【

広域幹線 

2017年 12月策定 

2018年 2月策定 

2019年３月策定 
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３．整備対象路線の選定（P25～） 
❶広域幹線・地域幹線によるネットワークの考え方 
 区内の道路は、区を縦横断する

国道、都道中心の幹線道路と、

幹線道路に囲まれた生活道路で

構成されており、生活道路は狭

く、自転車通行空間の整備が難

しい状況です。 

 そのため、区内全ての道路で自

転車通行空間を整備するのでは

なく、隣接区との接続にも配慮

した、区内をスムーズに移動で

きる【広域幹線】と、広域幹線

から地域内の施設等を結ぶ【地

域幹線】によりネットワークを

形成します。 

 
 

❷自転車ネットワーク整備対象路線の選定の条件 
 利用環境ガイドラインでは、施

設アクセス、交通状況等の視点

から路線を組み合わせて対象路

線を検討する方法が示されてい

ます。 

 区では、前述の【安全性】【アク

セス性】の視点から対象路線を

選定するものとし、それぞれ下

表の「評価する項目」を設定し

検討しています。 

 なお、安全・安心して通行できる自転車通行空間の整備には、一定の道路幅員の確保が必要です。 

 そのため、構造的に自転車通行空間の整備が進めやすい 6ｍ以上の道路を中心に選定を進めた上で、道路管

理者等からのヒアリングを通じて、地域の実状に合わせた追加整備区間の選定を行いました。 

 
 ■６ｍ以上の道路 

視点 評価する項目 
安全性の視点 ❶自転車事故の発生状況＋自転車の流入抑制エリア 

アクセス 
性の視点 

❷ 鉄道駅へのアクセス 
❸ シェアサイクルポートへのアクセス 
❹ 観光施設・集客施設へのアクセス 
❺ 商店街（商業・娯楽等）へのアクセス 
❻ 区役所・大規模な病院へのアクセス 
❼ 自転車通学先（高校～大学）へのアクセス 

 
 
 ■６ｍ未満の道路 

視点 評価する項目 

アクセス 
性の視点 

① 抜け道利用や自転車利用が多い路線、ネットワークの補完 
② バスの多い区間を迂回する利用の多い路線 
③ パーキングメーター区間を迂回する利用の多い路線 

国道、都道などの幹線
道路。 

自転車本来の機能を発
揮し、スムーズに走行
できる、広域移動を支
える道路。 

広域幹線 

広域幹線に囲まれた地
域の中で自転車が走行
しやすい道路。 

地域の安全な移動を支
える道路。 

地域幹線 

■【広域幹線】と【地域幹線】からなる自転車ネットワークのイメージ 

幅員の狭い道路でも通行環境改善を要する区間が想定されるため… 

利用環境ガイドラインでの路線選定イメージ 

項目ごとに区間を評価し得点化 
 
【広域幹線】主に国道・都道 
 明治通り、靖国通り等、区を縦

横断する広域的な道路を指定。 

 近隣区との連携、アクセス性を

考慮し選定。 

 【地域幹線】主に都道・区道 
 事故状況、各施設との接続状況

を加味し得点化。 

地域の実状を踏まえ選定 
【６ｍ未満の道路】主に区道 
 抜け道利用、自転車利用が多い

道路や、ネットワークの補完の
観点から追加。 

 ※なお②③視点では、迂回可能な

経路がないため対象路線なし 

 

広域幹線 

地域幹線 
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❸自転車ネットワーク整備対象路線の抽出結果 
 自転車ネットワーク整備対象路線は、区内全体で 10０.６km となります。道路管理者別の整備対象路線の

延長は、広域幹線を中心に指定される国道 3.3km、都道 51.0km であり、区道は 46.３km です。 
 

   
 

４．整備形態の選定（P45～） 
❶整備形態の考え方 
 利用環境ガイドラインに基づく整備形態を【完成

形態】として位置付け、隣接区の自転車通行空間

との連携を図りながら整備形態を選定します。 

 区の道路事情、沿道の利用状況などを踏ま

え、自転車道や自転車専用通行帯の整備が困

難な道路については、【暫定形態】として、車

道混在型での整備も含め、早期の自転車ネッ

トワーク化を進めます。 

 これまでに整備された歩道内での整備について

は、当面活用し、周辺の通行空間の整備状況を

踏まえながら交通管理者等との協議を進め、車

道への通行空間整備等実施していきます。 

 バス停、パーキングメーター等が設置されてい

る路線については、共存できるよう他都市の整

備形態等を踏まえながら、自転車が安全に通行

できるよう検討していきます。 

 整備形態については、安全で快適な整備形態と

なるよう、区の道路事情、沿道の利用状況など

を踏まえ、交通管理者と協議のうえ選定してい

きます。 

ｚ 

■利用環境ガイドラインによる整備形態 
 

 
新宿駅 

大久保駅 

高田馬場駅 

落合南長崎駅 

東新宿駅 
飯田橋駅 

早稲田駅 

市ヶ谷駅 

四ッ谷駅 

千駄ヶ谷駅 

西新宿五丁目駅 

曙橋駅 

神楽坂駅 

中井駅 

広域幹線 地域幹線

国道 3.3 3.3

都道 28.4 22.6 51.0

区道 0.9 43.9 1.5 46.3

合計 32.6 66.5 1.5 100.6

6ｍ以上道路 6ｍ未満
道路

合計
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❷整備の基本方針 
 利用環境ガイドラインによる整備を【完成形態】とし、区の道路事情、沿道の利用状況などを踏まえ【暫定形

態】での整備も行いながら、早期の自転車通行空間のネットワーク化を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．区道の自転車ネットワーク計画の進め方（P69～） 
 区が管理する区道の整備対象区間 46.３km について、本計画の計画期間 2019～2028 年度の 10 年間で

の自転車ネットワークの早期実現を図るため、【短期】【中期】【長期】の各段階での整備を進めます。 

 短期については、東京 2020 大会に向けた整備を中心として進め、中期、長期にかけて、安全性・アクセス

性の視点からの優先順位が高い区間から順次整備を進めます。 

 区民が快適かつ安全に道路を利用できるよう、区道全ての自転車ネットワーク整備対象路線（46.3 km）に

おいて、自転車ナビマーク・ナビライン等の自転車通行空間の整備を実施します。 

 完成形態が自転車道、自転車通行帯となる道路は、道路の拡幅事業等と連携し整備を進めていきます。 

 各期の整備区間については、周辺の道路事情の変化などにより整備時期が変更となる可能性があります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用環境ガイドライ
ンに適合する整備形
態を【完成形態】と
し、将来の自転車通
行空間の整備目標と
位置づけます。 

方針 

１ 区の道路実状を踏ま
え【暫定形態】での
整備も位置付けた上
で、早期のネットワ
ークの構築を図りま
す。 

方針 

２ 

既設の歩道内整備区
間は【暫定形態】の
通行空間として、歩
道内通行ルールの徹
底のもと、当面活用
していきます。 

方針 

３ バス停、パーキング
メーターなどがある
区間では、各道路の
状況を踏まえなが
ら、共存できる構造
を検討します。 

方針 

４ 

中期（2021～2024年度） 短期（2019・2020年度） 

・安全性やアクセス性の視点からの優先順位高い区
間を中心に、既整備区間との接続を考慮し整備を
進めます。 

・区民が快適かつ安全に道路を利用できるよう、自
転車ナビマーク・ナビライン整備を進めます。 

 

・新国立競技場周辺や観光地である新宿駅、新大久
保駅・大久保駅周辺での整備を進めていきます。 

・他区と連携する自転車通行空間が整備されてい
る、落合地域での整備も先行して実施します。 

 

・短期、中期での整備状況を踏まえ、区民が快適
かつ安全に道路を利用できるよう、区道の対象
区間全体の整備を進めます。 

・自転車ナビマーク・ナビラインでの整備を実施
し区道のネットワークを完成させます。 

 

長期（2025～2028年度） 

・神宮球場前   ・補助 72号線 

・聖母坂通り   ・小滝橋通りの一部 

・区役所通り ・中井通り ・箱根山通り 

・中央病院通り ・江戸川橋通り ほか 

・蜀江坂通り ・グランド坂通り 

・文化センター通り ・若葉通り ほか 

中井駅 

新大久保駅 大久保駅 
飯田橋駅 

新宿駅 

高田馬場駅 

市ヶ谷駅 

四ツ谷駅 

信濃町駅 

中井駅 

新大久保駅 大久保駅 飯田橋駅 

新宿駅 

高田馬場駅 

市ヶ谷駅 

四ツ谷駅 

信濃町駅 

中井駅 

新大久保駅 
大久保駅 

飯田橋駅 

新宿駅 

高田馬場駅 

市ヶ谷駅 

四ツ谷駅 

信濃町駅 

 整備実施区間 
整備済み区間 
整備予定区間 

（2018年度整備予定区間・工事中区間含む） 
国道・都道整備済み区間 

 整備実施区間 
整備済み区間 
整備予定区間 

（2018年度整備予定区間・工事中区間含む） 
国道・都道整備済み区間 

 整備実施区間 
整備済み区間 
整備予定区間 

（2018年度整備予定区間・工事中区間含む） 
国道・都道整備済み区間 
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平成２９年１月２３日

自転車通行空間ネットワーク計画調整会議設置要綱

（名称）

第１条 本会は、自転車通行空間ネットワーク調整会議（以下「本会議」という。）と

称する。

（趣旨）

第２条 自転車利用における安全性や快適性・回遊性の向上とともに、自転車利用者の

更なる推進に資するため、計画的な自転車通行空間のネットワーク形成に向けた課題

の整理や対応の検討、及び事業調整等を行うなど、自転車通行空間ネットワーク計画

の策定及び実現に向けた連携・協力の促進を図る。

（所掌）

第３条 本会議は、次に掲げる事項を所掌する。

（１）自転車利用・事故の状況等に関すること。

（２）政策や動向等に関すること。

（３）自転車ネットワーク計画の策定等に関すること。

（４）その他必要と認められること。

（運営）

第４条 本会議は、別表１に示す会員により構成する。

２ 本会議は、必要な関係者の参加を求め、意見を聴取することができる。

（調整部会の設置）

第５条 本会議で検討すべき内容に係る調整及び個別課題を検討するため、本会議の下

に調整部会を設ける。

２ 調整部会の構成は、別表２に示すとおりとする。

３ 調整部会の円滑な運営を図るため、幹事を設ける。

４ 幹事は、各エリアから１自治体とし、各エリアの代表として調整会議に出席する。

なお、幹事以外の自治体であっても、調整会議に出席することができる。

５ 次期幹事は、自治体番号の若い順とし、輪番制として年度毎に次期幹事へ引き継ぐ。

（会議）

第６条 本会議は、非公開とする。
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（事務局）

第７条 本会議及び調整部会の事務局は、東京国道事務所、相武国道事務所及び東京都

建設局道路管理部に置く。

（その他）

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本会議で協議することとする。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成２９年１月２３日から施行する。



別表１（第４条関係）

（順不同）

所属・役職等

関東地方整備局 東京国道事務所 交通対策課長
国土交通省

関東地方整備局 相武国道事務所 交通対策課長

東京都 建設局 道路管理部 安全施設課長

警視庁 交通部 交通規制課 都市交通管理室長

青少年・治安対策本部 総合対策部 交通安全課長

都市整備局 都市基盤部 交通計画調整担当課長

環境局 環境改善部 規制監察担当課長

港湾局 臨海開発部 開発整備課長

港湾局 港湾整備部 計画課長

建設局 第一建設事務所 補修課長

建設局 第二建設事務所 補修課長

建設局 第三建設事務所 補修課長
東京都

建設局 第四建設事務所 補修課長

建設局 第五建設事務所 補修課長

建設局 第六建設事務所 補修課長

建設局 西多摩建設事務所 補修課長

建設局 南多摩東部建設事務所 補修課長
会 員

建設局 南多摩西部建設事務所 補修課長

建設局 北多摩南部建設事務所 補修課長

建設局 北多摩北部建設事務所 補修課長

千代田区 環境まちづくり部 環境まちづくり総務課長

中央区 環境土木部 参事（調整連絡・特命担当）

港区 街づくり支援部 土木課長

区部Ⅰ 新宿区 みどり土木部 交通対策課長

エリア 江東区 土木部 交通対策課長

品川区 防災まちづくり部 道路課長

大田区 都市基盤整備部 都市基盤計画調整担当課長

江戸川区 土木部 計画調整課長

目黒区 都市整備部 土木工事課長

世田谷区 土木部 交通安全自転車課長
区部Ⅱ

渋谷区 土木部 道路課長
エリア

中野区 都市基盤部 都市計画分野 副参事

杉並区 都市整備部 杉並土木事務所長



別表１（第４条関係）

（順不同）

所属・役職等

文京区 土木部 道路課長

台東区 都市づくり部 交通対策課長

墨田区 都市整備部 道路公園課長

豊島区 都市整備部 土木管理課長

区部Ⅲ 北区 土木部 参事 土木政策課長事務取扱

エリア 荒川区 区民生活部 生活安全課長

板橋区 土木部 計画課長

練馬区 土木部 交通安全課長

足立区 都市建設部 交通対策課長

葛飾区 街づくり計画担当課長

立川市 まちづくり部 交通対策課長

武蔵野市 都市整備部 交通対策課長

三鷹市 都市整備部 道路交通課 都市交通担当課長

小金井市 都市整備部 交通対策課長

小平市 都市開発部 交通対策課長

多摩Ⅰ 東村山市 環境安全部 地域安全課長

エリア 国分寺市 建設環境部 交通対策課長

東大和市 都市建設部 土木課長

清瀬市 都市整備部 道路交通課長

東久留米市 都市建設部 道路計画課長
会 員

武蔵村山市 都市整備部 交通企画・モノレール推進課長

西東京市 都市整備部 道路管理課長

八王子市 都市計画部 交通企画課長

府中市 生活環境部 次長兼地域安全対策課長

昭島市 都市整備部 交通対策課長

調布市 都市整備部 交通対策課長

町田市 道路部 道路政策課長

日野市 まちづくり部 道路課長
多摩Ⅱ

国立市 都市整備部 道路交通課長
エリア

福生市 都市建設部 まちづくり計画課長

狛江市 都市建設部 道路交通課長

多摩市 都市整備部 交通対策担当課長

稲城市 都市建設部 管理課長

羽村市 都市建設部 土木課長

瑞穂町 都市整備部 建設課長

青梅市 都市整備部 土木課長

あきる野市 都市整備部 管理課長
多摩Ⅲ

日の出町 建設課長
エリア

檜原村 産業環境課長

奥多摩町 地域整備課長



別表２（第５条関係）

（順不同）

所属等

関東地方整備局 東京国道事務所 交通対策課
国土交通省

関東地方整備局 相武国道事務所 交通対策課

東京都 建設局 道路管理部 安全施設課

警視庁 交通部 交通規制課

東京都 港湾局 臨海開発部 開発整備課

東京都 港湾局 港湾整備部 計画課

東京都 建設局 第一建設事務所 補修課

東京都 建設局 第二建設事務所 補修課

東京都 建設局 第三建設事務所 補修課

東京都 建設局 第五建設事務所 補修課

区部Ⅰ 千代田区 環境まちづくり部 環境まちづくり総務課

エリア 中央区 環境土木部 環境政策課

港区 街づくり支援部 土木課

新宿区 みどり土木部 交通対策課

江東区 土木部 交通対策課

品川区 防災まちづくり部 道路課

大田区 都市基盤整備部 都市基盤管理課

江戸川区 土木部 計画調整課

東京都 建設局 第二建設事務所 補修課

東京都 建設局 第三建設事務所 補修課

目黒区 都市整備部 土木工事課
区部Ⅱ

世田谷区 土木部 交通安全自転車課
エリア

渋谷区 土木部 道路課

中野区 都市基盤部 都市計画分野

杉並区 都市整備部 杉並土木事務所

東京都 建設局 第四建設事務所 補修課

東京都 建設局 第五建設事務所 補修課

東京都 建設局 第六建設事務所 補修課

文京区 土木部 道路課

台東区 都市づくり部 交通対策課

墨田区 都市整備部 道路公園課
区部Ⅲ

豊島区 都市整備部 土木管理課
エリア

北区 土木部 土木政策課

荒川区 区民生活部 生活安全課

板橋区 土木部 計画課

練馬区 土木部 交通安全課

足立区 都市建設部 交通対策課

葛飾区 都市整備部 調整課



別表２（第５条関係）

（順不同）

所属等

東京都 建設局 北多摩南部建設事務所 補修課

東京都 建設局 北多摩北部建設事務所 補修課

立川市 まちづくり部 交通対策課

武蔵野市 都市整備部 交通対策課

三鷹市 都市整備部 道路交通課

小金井市 都市整備部 交通対策課

多摩Ⅰ 小平市 都市開発部 交通対策課

エリア 東村山市 環境安全部 地域安全課

国分寺市 都市建設部 交通対策課

東大和市 都市建設部 土木課

清瀬市 都市整備部 道路交通課

東久留米市 都市建設部 道路計画課

武蔵村山市 都市整備部 交通企画・モノレール推進課

西東京市 都市整備部 道路管理課

東京都 建設局 西多摩建設事務所 補修課

東京都 建設局 南多摩東部建設事務所 補修課

東京都 建設局 南多摩西部建設事務所 補修課

東京都 建設局 北多摩南部建設事務所 補修課

東京都 建設局 北多摩北部建設事務所 補修課

八王子市 都市計画部 交通企画課

府中市 生活環境部 地域安全対策課

昭島市 都市整備部 交通対策課

多摩Ⅱ 調布市 都市整備部 交通対策課

エリア 町田市 道路部 道路政策課

日野市 まちづくり部 道路課

国立市 都市整備部 道路交通課

福生市 都市建設部 まちづくり計画課

狛江市 都市建設部 道路交通課

多摩市 都市整備部 道路交通課

稲城市 都市建設部 管理課

羽村市 都市建設部 土木課

瑞穂町 都市整備部 建設課

東京都 建設局 西多摩建設事務所 補修課

青梅市 都市整備部 土木課

多摩Ⅲ あきる野市 都市整備部 管理課

エリア 日の出町 建設課

檜原村 産業環境課

奥多摩町 地域整備課


